
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
九
号

海
上
衝
突
予
防
法
施
行
規
則

海
上
衝
突
予
防
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
六
条
第
三

項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
三
十
四
条
第
八
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
十
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
海
上
衝
突
予
防
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
灯
火
及
び
形
象
物
（
第
二
条―

第
十
七
条
）

第
三
章
　
音
響
信
号
及
び
発
光
信
号
（
第
十
八
条―

第
二
十
一
条
）

第
四
章
　
補
則
（
第
二
十
一
条
の
二―

第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
灯
火
及
び
形
象
物

（
灯
火
の
色
度
）

第
二
条
　
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
灯
火
及
び
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
定
灯
火
（
以
下
「
法
定

灯
火
等
」
と
い
う
。
）
の
色
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
色
の
区
分
に
応
じ
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
七
八
一－

三
の
色
度
図
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
領
域
内
の
色
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

色
領
域

白
ｘ
座
標
〇
・
五
二
五
ｙ
座
標
〇
・
四
四
〇
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
五
二
五
ｙ
座
標
〇
・
三
八
二
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・

四
三
三
ｙ
座
標
〇
・
三
八
二
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
三
一
〇
ｙ
座
標
〇
・
二
八
三
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
三
一
〇
ｙ
座

標
〇
・
三
四
八
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
四
五
二
ｙ
座
標
〇
・
四
四
〇
の
点
及
び
ｘ
座
標
〇
・
五
二
五
ｙ
座
標
〇
・
四

四
〇
の
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
領
域

紅
ｘ
座
標
〇
・
七
三
五
ｙ
座
標
〇
・
二
六
五
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
七
二
一
ｙ
座
標
〇
・
二
五
九
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・

六
六
〇
ｙ
座
標
〇
・
三
二
〇
の
点
及
び
ｘ
座
標
〇
・
六
八
〇
ｙ
座
標
〇
・
三
二
〇
の
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び

に
ス
ペ
ク
ト
ル
軌
跡
に
よ
り
囲
ま
れ
た
領
域

緑
ｘ
座
標
〇
・
〇
〇
九
ｙ
座
標
〇
・
七
二
三
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
三
〇
〇
ｙ
座
標
〇
・
五
一
一
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・

二
〇
三
ｙ
座
標
〇
・
三
五
六
の
点
及
び
ｘ
座
標
〇
・
〇
二
八
ｙ
座
標
〇
・
三
八
五
の
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び

に
ス
ペ
ク
ト
ル
軌
跡
に
よ
り
囲
ま
れ
た
領
域

黄
ｘ
座
標
〇
・
六
一
八
ｙ
座
標
〇
・
三
八
二
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・
六
一
二
ｙ
座
標
〇
・
三
八
二
の
点
、
ｘ
座
標
〇
・

五
七
五
ｙ
座
標
〇
・
四
〇
六
の
点
及
び
ｘ
座
標
〇
・
五
七
五
ｙ
座
標
〇
・
四
二
五
の
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
並
び

に
ス
ペ
ク
ト
ル
軌
跡
に
よ
り
囲
ま
れ
た
領
域

（
光
度
の
算
定
式
等
）

第
三
条
　
法
定
灯
火
等
の
光
度
は
、
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｉ＝

３
．
４
３×

１
０
６×

Ｔ×

Ｄ
２×

Ｋ－

Ｄ

Ｉ
は
、
光
度
（
カ
ン
デ
ラ
）

Ｔ
は
、

い
き閾

値
（
ル
ク
ス
）
と
し
、
〇
・
〇
〇
〇
〇
〇
〇
二

Ｄ
は
、
視
認
距
離
（
海
里
）

Ｋ
は
、
大
気
の
透
過
率
と
し
、
〇
・
八

２
　
法
定
灯
火
等
の
光
度
は
、
当
該
法
定
灯
火
等
が
過
度
に
ま
ぶ
し
く
な
ら
な
い
よ
う
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
制
限
は
、
可
変
調
節
の
方
法
に
よ
つ
て
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
光
度
）

第
四
条
　
法
第
二
十
二
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
光
度
は
、
前
条
第
一
項
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
光
度
（
以

下
「

小
光
度
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
式
灯
火
以
外
の
灯
火
に
つ
い
て
は
、
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
灯
火
は
、
で
き
る
限
り

小
光
度
に
近
い
光
度
を
有
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
光
度
は
、
〇
・
九
カ
ン
デ
ラ
以
上
十
二
カ
ン
デ
ラ
未
満

（
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ト
ロ
ー
ル
従
事
船
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
九
カ
ン
デ
ラ
以
上
四
・
三
カ
ン
デ
ラ
未
満
）

と
す
る
。

（
射
光
範
囲
）

第
五
条
　
マ
ス
ト
灯
、
げ
ん
灯
及
び
船
尾
灯
は
、
当
該
灯
火
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二

項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
水
平
方
向
に
お
け
る
射
光
の
範
囲
（
以
下
「
水
平
射
光
範
囲
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、

小
光
度
以
上
の
光
度
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
平
射
光
範
囲
の
境
界
か
ら
内
側
へ
五
度

の
範
囲
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
灯
火
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
範
囲
に
お
い
て
、

小
光
度
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
光
度
を
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
灯
火
の
光
は
、
水
平
射
光
範
囲
の
境
界
か
ら
外
側
へ
五
度
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
し
や
断
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
げ
ん
灯
は
、
正
船
首
方
向
に
お
い
て
、

小
光
度
以
上
の
光
度
を
有
し
、
か

つ
、
そ
の
光
は
、
正
船
首
方
向
か
ら
外
側
へ
一
度
か
ら
三
度
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
し
や
断
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
条
　
マ
ス
ト
灯
、
げ
ん
灯
、
船
尾
灯
及
び
全
周
灯
（
以
下
「
マ
ス
ト
灯
等
」
と
い
う
。
）
は
、
上
下
方
向
に
お

い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
光
度
以
上
の
光
度
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
マ
ス
ト
灯
等
で
あ
つ
て

電
気
式
灯
火
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
水
平
面
の
上
下
に
そ
れ
ぞ
れ
五
度
の
範
囲
に
お
い
て
、
マ
ス
ト
灯
及
び
船
尾
灯
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
光
度
、
げ
ん
灯
に
あ
つ
て
は
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
光

度
、
全
周
灯
に
あ
つ
て
は

小
光
度

二
　
動
力
船
が
掲
げ
る
マ
ス
ト
灯
等
及
び
帆
船
（
航
行
中
の
も
の
を
除
く
。
）
が
掲
げ
る
全
周
灯
に
あ
つ
て
は
、

水
平
面
の
上
下
に
そ
れ
ぞ
れ
五
度
か
ら
七
・
五
度
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
、
前
号
の
光
度
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

の
光
度

三
　
航
行
中
の
帆
船
が
掲
げ
る
げ
ん
灯
、
船
尾
灯
及
び
全
周
灯
に
あ
つ
て
は
、
水
平
面
の
上
下
に
そ
れ
ぞ
れ
五
度

か
ら
二
十
五
度
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
、
第
一
号
の
光
度
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
光
度

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
灯
火
は
、
で
き
る
限
り
電
気
式
灯
火
の
光
度
に
近
い
光
度
を
有
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
げ
ん
灯
の
内
側
隔
板
）

第
七
条
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
が
掲
げ
る
げ
ん
灯
は
、
黒
色
の
つ
や
消
し
塗
装
を
施
し
た
内
側
隔
板
を

取
り
付
け
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
形
象
物
の
技
術
基
準
）

第
八
条
　
形
象
物
は
、
黒
色
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
形
象
物
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
が
掲
げ

る
形
象
物
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
船
舶
の
大
き
さ
に
適
し
た
も
の
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
球
形
の
形
象
物
　
直
径
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
円
す
い
形
の
形
象
物
　
底
の
直
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
て
、
高
さ
が
底
の
直
径
と
等
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三
　
円
筒
形
の
形
象
物
　
直
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
て
、
高
さ
が
直
径
の
二
倍
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四
　
ひ
し
形
の
形
象
物
　
底
の
直
径
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
て
、
高
さ
が
底
の
直
径
と
等
し
い
二
個
の

同
形
の
円
す
い
を
そ
の
底
で
上
下
に
結
合
さ
せ
た
形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
マ
ス
ト
灯
又
は
マ
ス
ト
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
の
垂
直
位
置
）

第
九
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
同
号
ロ
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
若

し
く
は
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
前
部
に
掲
げ
る
マ
ス
ト
灯
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
同
条
第
二
項

1



第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
マ
ス
ト
灯
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
個
に
限
る
。
）
又
は
法
第
二
十

七
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
マ
ス
ト
灯
の
う
ち
前
部
に
掲
げ
る
も
の
（
以

下
「
前
部
マ
ス
ト
灯
」
と
い
う
。
）
の
位
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
動
力
船
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
船
体
上
の
高
さ
（
灯
火
の
直
下

の

上
層
の
全
通
甲
板
か
ら
の
高
さ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
六
メ
ー
ト
ル
（
船
舶
の

大
の
幅
が
六
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
動
力
船
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
幅
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
高
さ
は
、
十
二
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

二
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
　
げ
ん
縁
上
の
高
さ
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
動
力
船
で
あ
つ
て
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
も
の
　
船
体
上
の
高
さ

が
、
前
部
マ
ス
ト
灯
と
げ
ん
灯
を
頂
点
と
す
る
二
等
辺
三
角
形
を
当
該
船
舶
の
船
体
中
心
線
に
垂
直
な
平
面
に

投
影
し
た
二
等
辺
三
角
形
の
底
角
が
二
十
七
度
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
同
号
ロ
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
若
し
く

は
同
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
後
部
に
掲
げ
る
マ
ス
ト
灯
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
同
条
第
二
項
第
一

号
ロ
の
規
定
に
よ
る
マ
ス
ト
灯
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
個
に
限
る
。
）
又
は
法
第
二
十
七
条

第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
マ
ス
ト
灯
の
う
ち
後
部
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下

「
後
部
マ
ス
ト
灯
」
と
い
う
。
）
の
位
置
は
、
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
上
方
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
つ
、
通
常
の
ト
リ
ム
の
状
態
に
お
い
て
、
船
首
か
ら
千
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
海
面
か
ら
見
た
と
き
に
前
部

マ
ス
ト
灯
と
分
離
し
て
見
え
る
高
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
動
力
船
に
あ
つ

て
は
、
後
部
マ
ス
ト
灯
の
位
置
は
、
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
次
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
メ
ー
ト
ル
以

上
上
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｙ＝

（
（
（
ａ
＋
１
７ψ

）
ｃ
）
／
１
０
０
０
）
＋
２

ｙ
は
、
前
部
マ
ス
ト
灯
か
ら
後
部
マ
ス
ト
灯
ま
で
の
垂
直
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）

ａ
は
、
航
海
状
態
に
お
け
る
水
面
か
ら
前
部
マ
ス
ト
灯
ま
で
の
垂
直
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）

ψ

は
、
航
海
状
態
に
お
け
る
ト
リ
ム
角
（
度
）

ｃ
は
、
前
部
マ
ス
ト
灯
と
後
部
マ
ス
ト
灯
の
間
の
水
平
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）

３
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
マ
ス
ト
灯
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
の
う
ち

も
下
方
の
も
の
の
位
置
が
、
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
四
・
五
メ
ー
ト

ル
以
上
上
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
部
マ
ス
ト
灯
、
後
部
マ
ス
ト
灯
又
は
法
第
二
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
マ
ス
ト
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
（
以
下
「
マ
ス
ト
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
」
と
い
う
。
）

の
位
置
は
、
他
の
す
べ
て
の
灯
火
（
前
部
マ
ス
ト
灯
及
び
後
部
マ
ス
ト
灯
以
外
の
マ
ス
ト
灯
、
第
十
四
条
第
三
項

各
号
に
規
定
す
る
位
置
に
掲
げ
る
全
周
灯
並
び
に
法
第
三
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
灯
火
を
除
く
。
）
よ
り
も

上
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
灯
火
及
び
妨
害
と
な
る
上
部
構
造
物
に
よ
つ
て
、
当
該
マ
ス
ト
灯

又
は
マ
ス
ト
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
の
射
光
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
さ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
マ
ス
ト
灯
の
間
の
水
平
距
離
等
）

第
十
条
　
動
力
船
が
前
部
マ
ス
ト
灯
及
び
後
部
マ
ス
ト
灯
を
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
灯
火
の
間
の
水
平
距
離

は
、
当
該
動
力
船
の
長
さ
の
二
分
の
一
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
水
平
距
離
は
、
百
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
船
首
か
ら
前
部
マ
ス
ト
灯
ま
で
の
水
平
距
離
は
、
当
該
動
力
船
の
長
さ
の
四
分
の
一

以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
動
力
船
が
前
部
マ
ス
ト
灯
の
み
を
掲
げ
る
場
合
の
当
該
マ
ス
ト
灯
の
位
置
は
、
船
体
中
央
部
よ
り
前
方
の
位
置

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
に
係
る
前
部
マ
ス
ト
灯
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
マ
ス
ト
灯
は
、
で
き
る
限
り
前
方
の
位
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
げ
ん
灯
等
の
位
置
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条

第
二
項
第
二
号
、
同
条
第
四
項
第
一
号
、
同
条
第
七
項
第
一
号
、
同
項
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
、

同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
第
二
号
、
同
条
第
四
項
第
二
号
若
し
く
は
第

二
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
げ
ん
灯
若
し
く
は
両
色
灯
又
は
法
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
両
色
灯

と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
（
以
下
「
両
色
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
動

力
船
が
掲
げ
る
も
の
の
位
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
げ
ん
灯

イ
　
前
部
マ
ス
ト
灯
（
マ
ス
ト
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
船
体
上
の
高
さ
の
四
分
の
三
以
下
に
あ
る
こ
と
。

ロ
　
甲
板
を
照
明
す
る
灯
火
に
よ
つ
て
射
光
が
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
低
い
位
置
に
な
い
こ
と
。

ハ
　
前
部
マ
ス
ト
灯
又
は
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
全
周
灯
を
げ
ん
縁
上
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満

の
高
さ
に
掲
げ
る
場
合
は
、
イ
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
前
部
マ
ス
ト
灯
又
は
全
周
灯
よ
り
も
一
メ
ー
ト
ル
以

上
下
方
に
あ
る
こ
と
。

ニ
　
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
前
方
に
な
く
、
か
つ
、
げ
ん
側
又
は
そ
の
付
近
に
あ
る
こ
と
（
長
さ
二
十
メ
ー
ト

ル
以
上
の
動
力
船
が
掲
げ
る
げ
ん
灯
に
限
る
。
）
。

二
　
両
色
灯
及
び
両
色
灯
と
同
一
の
特
性
を
有
す
る
灯
火
　
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
一
メ
ー
ト
ル
以
上
下
方
に
あ

る
こ
と
。

（
連
掲
す
る
灯
火
の
間
の
距
離
等
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
同
号
ロ
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
、

同
号
ロ
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第

一
号
、
同
条
第
二
項
第
一
号
、
同
条
第
四
項
第
一
号
、
同
項
第
三
号
、
同
項
第
四
号
、
同
条
第
五
項
第
一
号
、
第

二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
第
一
号
又
は
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
垂
直
線
上
に
連
掲
す
る
灯
火
の

間
の
距
離
及
び
位
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に

掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶

距
離

位
置

長
さ
二
十
メ
ー

ト
ル
以
上
の
船

舶

一
　
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
三
個
の
灯
火
を
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の

灯
火
の
間
の
距
離
が
等
し
い
こ
と
。

も
下
方
の
灯
火
（
引
き
船
灯
を
掲
げ
る
場
合

に
お
け
る
船
尾
灯
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
船
体
上
の
高
さ
が
四
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
こ
と
。

長
さ
二
十
メ
ー

ト
ル
未
満
の
船

舶

一
　
一
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
三
個
の
灯
火
を
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の

灯
火
の
間
の
距
離
が
等
し
い
こ
と
。

も
下
方
の
灯
火
の
げ
ん
縁
上
の
高
さ
が
二
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
二
個
の
全
周
灯
の
う
ち
下
方
の
も
の

の
位
置
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
二
個
の
全
周
灯
の
間
の
距
離
の
二
倍
以
上
げ
ん
灯
よ
り
も

上
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
垂
直
線
上
に
連
掲
す
る
灯
火
の
間
の
距
離
は
、
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
び
よ
う
泊
灯
等
の
垂
直
位
置
）

第
十
三
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
二
個
の
全
周
灯
の
う
ち
前
部
に

掲
げ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
前
部
び
よ
う
泊
灯
」
と
い
う
。
）
の
位
置
は
、
他
の
一
個
の
全
周
灯
よ
り
も
四
・

五
メ
ー
ト
ル
以
上
上
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
が
掲
げ
る
前
部
び
よ
う
泊
灯
の
位
置
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
船

体
上
の
高
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
全
周
灯
の
位
置
）

第
十
四
条
　
第
十
六
条
第
一
項
又
は
法
第
二
十
三
条
第
二
項
、
同
条
第
四
項
、
同
条
第
五
項
、
第
二
十
四
条
第
五
項

第
一
号
、
同
項
第
二
号
、
同
項
第
三
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
第

一
号
、
同
項
第
三
号
、
同
条
第
三
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
二
項
第
一
号
、
同
条
第
四
項
第
一

号
、
同
項
第
三
号
、
同
項
第
四
号
、
同
条
第
五
項
第
一
号
、
同
条
第
六
項
第
一
号
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
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第
一
号
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
、
同
条
第
三
項
第
一
号
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
全
周
灯
の
位
置
は
、
そ
の
水
平
射
光
範
囲
が
マ
ス
ト
そ
の
他
の
上
部
構
造
物
に
よ
つ
て
六
度
を
超
え
て

妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
位
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
全
周
灯
に
つ
い
て
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
灯
火
は
、
で
き
る
限
り
高
い
位
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
一
個
の
全
周
灯
の
み
で
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
二
個
の
全
周
灯

を
、
隔
板
を
取
り
付
け
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
一
海
里
の
距
離
か
ら
一
個
の
灯
火
と
し
て
見
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

４
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
、
同
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
全
周
灯
の
位
置
を
前

部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
下
方
の
位
置
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
全
周
灯
の
位
置
は
、
次
の
い
ず

れ
か
の
位
置
で
あ
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

一
　
前
部
マ
ス
ト
灯
の
高
さ
と
後
部
マ
ス
ト
灯
の
高
さ
の
間
で
あ
つ
て
、
船
舶
の
中
心
線
か
ら
の
水
平
距
離
が
二

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
位
置

二
　
後
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
上
方
の
位
置

（
漁
具
を
出
し
て
い
る
方
向
を
示
す
灯
火
等
の
位
置
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
灯
火
の
位
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
白
色
の
全
周
灯
か
ら
の
水
平
距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
六
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

る
こ
と
。

二
　
前
号
の
白
色
の
全
周
灯
よ
り
も
高
く
な
い
こ
と
。

三
　
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
げ
ん
灯
よ
り
も
低
く
な
い
こ
と
。

２
　
法
第
二
十
七
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
灯
火
又
は
形
象
物
の
位
置
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各

号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
灯
火
に
あ
つ
て
は
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
三
個
の
全
周
灯
、
形
象
物
に
あ
つ
て
は
同
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
る
三
個
の
形
象
物
か
ら
の
水
平
距
離
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
水

平
距
離
は
、
で
き
る
限
り
長
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
灯
火
に
あ
つ
て
は
前
号
の
三
個
の
全
周
灯
、
形
象
物
に
あ
つ
て
は
同
号
の
三
個
の
形
象
物
の
う
ち

も
下
方

の
も
の
よ
り
も
高
く
な
い
こ
と
。

（
漁
ろ
う
に
従
事
し
て
い
る
船
舶
の
追
加
の
灯
火
）

第
十
六
条
　
法
第
二
十
六
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
漁
ろ
う
に
従
事
し
て
い
る
船
舶
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
船
舶
と
し
、
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
灯
火
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
灯
火
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
灯
火
は
、
一
海
里
以
上
三
海
里
未
満

（
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
海
里
以
上
二
海
里
未
満
）
の
視
認
距
離
を
有
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶

灯
火

長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ト
ロ
ー
ル
従

事
船

白
色
の
全
周
灯
二
個
（
投
網
を
行
つ
て
い
る
船
舶
に
限
る
。
）

白
色
の
全
周
灯
一
個
及
び
紅
色
の
全
周
灯
一
個
（
揚
網
を
行
つ
て
い
る

船
舶
に
限
る
。
）

紅
色
の
全
周
灯
二
個
（
網
が
障
害
物
に
絡
み
つ
い
て
い
る
船
舶
に
限
る

。
）

き
ん
ち
や
く
網
を
用
い
て
漁
ろ
う
に
従
事

し
て
い
る
船
舶

黄
色
の
全
周
灯
二
個
で
あ
つ
て
、
一
秒
ご
と
に
交
互
に
せ
ん
光
を
発
し
、

か
つ
、
各
々
の
明
間
と
暗
間
と
が
等
し
い
も
の

２
　
前
項
に
規
定
す
る
灯
火
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
白
色
の
全
周
灯
よ
り
も
低
い
位
置
の

も
見
え
や
す
い
場
所
に
垂
直
線
上
に
掲
げ
る
こ
と
。

二
　
相
互
に
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
以
上
隔
て
て
掲
げ
る
こ
と
。

三
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
ト
ロ
ー
ル
従
事
船
が
揚
網
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
掲
げ
る
灯
火
に
あ
つ
て
は
、
白
色
の

全
周
灯
を
紅
色
の
全
周
灯
よ
り
も
上
方
に
掲
げ
る
こ
と
。

３
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
ト
ロ
ー
ル
従
事
船
で
あ
つ
て
、
二
そ
う
び
き
の
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り
漁
ろ
う
を
し
て

い
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
夜
間
に
お
い
て
対
を
な
し
て
い
る
他
方
の
船
舶
の
進
行
方
向
を
示
す
よ
う
に
探
照
灯

を
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
連
掲
す
る
形
象
物
の
間
の
距
離
）

第
十
七
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
同
条
第
二
項
第
三
号
、
同
条
第
四
項
第
三
号
、
同
項
第
四
号
、
同
項

第
五
号
又
は
第
三
十
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
垂
直
線
上
に
連
掲
す
る
形
象
物
の
間
の
距
離
は
、
一
・
五

メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
が
、
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
同
条
各
号
に
定
め
る
大
き
さ
以
外
の

形
象
物
を
垂
直
線
上
に
連
掲
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
距
離
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
・
五
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
つ
て
こ
れ
ら
の
形
象
物
の
大
き
さ
に
適
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
　
音
響
信
号
及
び
発
光
信
号

（
汽
笛
の
技
術
基
準
等
）

第
十
八
条
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
船
舶
が
備
え
る
べ
き
汽
笛
（
以
下
「
汽
笛
」
と
い
う
。
）
の
音
の
基
本

周
波
数
及
び
音
圧
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶

基
本
周
波
数

音
圧

長
さ
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶

七
十
ヘ
ル
ツ
以
上
二
百
ヘ
ル
ツ
以
下
百
四
十
三
デ
シ
ベ
ル
以
上

長
さ
七
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
二
百
メ

ー
ト
ル
未
満
の
船
舶

百
三
十
ヘ
ル
ツ
以
上
三
百
五
十
ヘ
ル

ツ
以
下

百
三
十
八
デ
シ
ベ
ル
以
上

長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
メ

ー
ト
ル
未
満
の
船
舶

二
百
五
十
ヘ
ル
ツ
以
上
七
百
ヘ
ル
ツ

以
下

百
三
十
デ
シ
ベ
ル
以
上

長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶

二
百
五
十
ヘ
ル
ツ
以
上
七
百
ヘ
ル
ツ

以
下

百
二
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
百
八
十
ヘ
ル

ツ
以
上
四
百
五
十
ヘ
ル
ツ
以
下
）

百
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
四
百
五
十
ヘ

ル
ツ
以
上
八
百
ヘ
ル
ツ
以
下
）

百
十
一
デ
シ
ベ
ル
以
上
（
八
百
ヘ
ル
ツ

以
上
二
千
百
ヘ
ル
ツ
以
下
）

備
考

音
圧
は
、
汽
笛
の
音
の

も
強
い
方
向
で
あ
つ
て
汽
笛
か
ら
の
距
離
が
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
位
置
に
お
い
て
、
百
八

十
ヘ
ル
ツ
以
上
七
百
ヘ
ル
ツ
以
下
の
範
囲
内
に
中
心
周
波
数
を
有
す
る
三
分
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
の
う
ち
の
い

ず
れ
か
一
に
よ
り
測
定
し
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
表
中
括
弧

内
に
定
め
る
周
波
数
の
範
囲
内
に
中
心
周
波
数
を
有
す
る
三
分
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
バ
ン
ド
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
に
よ

り
測
定
し
た
も
の
と
す
る
。

２
　
指
向
性
を
有
す
る
汽
笛
は
、
水
平
方
向
に
お
い
て
、
前
項
の
音
圧
の
測
定
に
用
い
た
三
分
の
一
オ
ク
タ
ー
ブ
バ

ン
ド
と
同
一
の
も
の
に
よ
り
測
定
し
た
結
果
、
次
の
各
号
に
定
め
る
音
圧
以
上
の
音
圧
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
音
の

も
強
い
方
向
（
以
下
「

強
方
向
」
と
い
う
。
）
か
ら
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
四
十
五
度
の
範
囲
に
お
い

て
、

強
方
向
の
音
圧
か
ら
四
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
音
圧

二
　
前
号
の
範
囲
以
外
の
範
囲
に
お
い
て
、

強
方
向
の
音
圧
か
ら
十
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
音
圧

第
十
九
条
　
汽
笛
の
位
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
で
き
る
限
り
高
い
位
置
に
あ
る
こ
と
。

二
　
自
船
上
の
他
船
の
汽
笛
を
通
常
聴
取
す
る
場
所
に
お
け
る
音
圧
が
百
十
デ
シ
ベ
ル
（
Ａ
）
を
超
え
ず
、
で
き

る
限
り
、
百
デ
シ
ベ
ル
（
Ａ
）
を
超
え
な
い
よ
う
な
位
置
に
あ
る
こ
と
。

三
　
指
向
性
を
有
す
る
汽
笛
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
が
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
正

船
首
方
向
に
お
い
て
、
音
圧
が

大
と
な
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
こ
と
。
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２
　
二
以
上
の
汽
笛
が
そ
れ
ぞ
れ
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
間
隔
を
置
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
汽

笛
は
、
同
時
に
吹
鳴
を
発
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
船
舶
は
、
当
該
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
汽
笛
又
は
前
項
の
汽
笛
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
の
も
の
の
音

圧
が
、
自
船
上
の
障
害
物
に
よ
り
著
し
く
減
少
す
る
区
域
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
限
り
複
合

汽
笛
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
複
合
汽
笛
装
置
の
汽
笛
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
隔
が
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た
、
同
時
に
吹
鳴
を
発
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
周
波
数
の
差
が
十
ヘ
ル
ツ
以
上
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
第
三
項
の
複
合
汽
笛
装
置
は
、
こ
れ
を
一
の
汽
笛
と
み
な
す
。

（
号
鐘
及
び
ど
ら
の
技
術
基
準
）

第
二
十
条
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
が
備
え
る
べ
き
号
鐘
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
音
圧
が
百
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
耐
食
性
を
有
す
る
材
料
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
澄
ん
だ
音
色
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
号
鐘
の
呼
び
径
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五
　
号
鐘
の
打
子
の
重
量
が
号
鐘
の
重
量
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
　
動
力
式
の
号
鐘
の
打
子
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
一
定
の
強
さ
で
号
鐘
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
手
動
に
よ
る
操
作
が
可
能
で
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
が
備
え
る
べ
き
ど
ら
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
十
四
条
第
八
項
の
灯
火
の
位
置
）

第
二
十
一
条
　
法
第
三
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
灯
火
の
位
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
の
中
心
線
上
に
あ
る
こ
と
。

二
　
前
部
マ
ス
ト
灯
及
び
後
部
マ
ス
ト
灯
を
掲
げ
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
で
き
る
限
り
前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
二

メ
ー
ト
ル
以
上
上
方
で
あ
り
、
か
つ
、
後
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
二
メ
ー
ト
ル
以
上
上
方
又
は
下
方
で
あ
る
こ

と
。

三
　
前
部
マ
ス
ト
灯
の
み
を
表
示
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
当
該
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
二
メ
ー
ト
ル
以
上
上
方
又
は

下
方
で
あ
り
、
か
つ
、

も
見
え
や
す
い
位
置
に
あ
る
こ
と
。

第
四
章
　
補
則

（
特
殊
高
速
船
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
動
力
船
は
、
離
水
若
し
く
は
着
水
に
係
る

滑
走
又
は
水
面
に
接
近
し
て
飛
行
し
て
い
る
状
態
（
法
第
三
条
第
五
項
、
第
三
十
一
条
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
表
面
効
果
翼
船
（
前
進
す
る
船
体
の
下
方
を
通
過
す
る
空
気
の
圧
力
の

反
作
用
に
よ
り
水
面
か
ら
浮
揚
し
た
状
態
で
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
動
力
船
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
遭
難
信
号
）

第
二
十
二
条
　
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
信
号
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
信
号
と
す
る
。

一
　
約
一
分
の
間
隔
で
行
う
一
回
の
発
砲
そ
の
他
の
爆
発
に
よ
る
信
号

二
　
霧
中
信
号
器
に
よ
る
連
続
音
響
に
よ
る
信
号

三
　
短
時
間
の
間
隔
で
発
射
さ
れ
、
赤
色
の
星
火
を
発
す
る
ロ
ケ
ツ
ト
又
は
り
ゆ
う
弾
に
よ
る
信
号

四
　
あ
ら
ゆ
る
信
号
方
法
に
よ
る
モ
ー
ル
ス
符
号
の
「-

 
-
 
-
 
－

 
－

 
－

 
-
 
-
 
-

」
（
Ｓ
Ｏ
Ｓ
）
の
信
号

五
　
無
線
電
話
に
よ
る
「
メ
ー
デ
ー
」
と
い
う
語
の
信
号

六
　
縦
に
上
か
ら
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
（
以
下
「
国
際
信
号
書
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
Ｎ

旗
及
び
Ｃ
旗
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
遭
難
信
号

七
　
方
形
旗
で
あ
つ
て
、
そ
の
上
方
又
は
下
方
に
球
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
一
個
の
付
い
た
も
の
に
よ
る

信
号

八
　
船
舶
上
の
火
炎
（
タ
ー
ル
お
け
、
油
た
る
等
の
燃
焼
に
よ
る
も
の
）
に
よ
る
信
号

九
　
落
下
さ
ん
の
付
い
た
赤
色
の
炎
火
ロ
ケ
ツ
ト
又
は
赤
色
の
手
持
ち
炎
火
に
よ
る
信
号

十
　
オ
レ
ン
ジ
色
の
煙
を
発
す
る
こ
と
に
よ
る
信
号

十
一
　
左
右
に
伸
ば
し
た
腕
を
繰
り
返
し
ゆ
つ
く
り
上
下
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
信
号

十
二
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
二
、
一
八
七
・
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
四
、
二
〇
七
・
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、

六
、
三
一
二
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
八
、
四
一
四
・
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
一
二
、
五
七
七
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
若
し
く
は
一
六
、

八
〇
四
・
五
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
又
は
一
五
六
・
五
二
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
る
遭
難
警
報

十
三
　
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
船
舶
地
球
局
（
国
際
移
動
通
信
衛
星
機
構
が
監
督
す
る
法
人
が
開
設
す
る
人
工
衛
星
局

の
中
継
に
よ
り
海
岸
地
球
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に
開
設
す
る
船
舶
地
球
局
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
衛
星
通
信

の
船
舶
地
球
局
の
無
線
設
備
に
よ
る
遭
難
警
報

十
四
　
非
常
用
の
位
置
指
示
無
線
標
識
に
よ
る
信
号

十
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
信
号

２
　
船
舶
は
、
前
項
各
号
の
信
号
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
際
信
号
書
に
定
め
る
遭
難
に
関
連
す
る
事
項

二
　
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
航
空
海
上
捜
索
救
助
手
引
書
第
三
巻
に
定
め
る
事
項

三
　
黒
色
の
方
形
及
び
円
又
は
他
の
適
当
な
図
若
し
く
は
文
字
を
施
し
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
帆
布
を
空
か
ら
の
識
別

の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
染
料
に
よ
る
標
識
を
使
用
す
る
こ
と
。

（
特
例
）

第
二
十
三
条
　
海
上
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
の
う
ち
自
衛
艦
で
あ
つ
て
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
第
四

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

潜
水
艦

法
第
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
潜
水
艦

第
九
条
第
一
項

第
一
号

六
メ
ー
ト
ル
（
船
舶
の

大
の
幅
が

六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
動
力
船
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
幅
）
以
上
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
そ
の
高
さ
は
、
十
二

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

四
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
一

項

四
・
五
メ
ー
ト
ル

一
メ
ー
ト
ル

第
十
三
条
第
二

項

六
メ
ー
ト
ル

二
メ
ー
ト
ル

潜
水
艦
以
外

の
自
衛
艦

法
第
二
十
一
条

第
一
項

船
舶
の
中
心
線
上

船
舶
の
中
心
線
上
（
甲
板
室
が
船
舶
の
中
心
線

の
片
側
に
設
け
ら
れ
て
い
る
長
さ
十
二
メ
ー
ト

ル
以
上
の
護
衛
艦
及
び
輸
送
艦
（
第
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
第
二

号
に
お
い
て
「
特
定
護
衛
艦
等
」
と
い
う
。
）

に
あ
つ
て
は
、
で
き
る
限
り
船
舶
の
中
心
線
の

近
く
）

法
第
二
十
三
条

第
一
項
第
一
号

マ
ス
ト
灯
よ
り
も
後
方
の
高
い
位
置
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
後
方
の
高
い
位
置
（
特
定
護

衛
艦
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
マ
ス
ト
灯
が
装
置

さ
れ
て
い
る
位
置
か
ら
船
舶
の
中
心
線
に
平
行

に
引
い
た
直
線
上
の
、
か
つ
、
当
該
マ
ス
ト
灯
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よ
り
も
後
方
の
高
い
位
置
。
次
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

法
第
二
十
四
条

第
一
項
第
一
号

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
潜
水
艦
以
外
の
自
衛
艦

法
第
二
十
七
条

第
二
項
第
二
号

二
個

二
個
（
特
定
護
衛
艦
等
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
の

中
心
線
に
平
行
に
引
い
た
直
線
上
に
二
個
。
第

四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
項
第
二
号

同
号

第
九
条
第
一
項

第
一
号

（
船
舶
の

大
の
幅
が
六
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
動
力
船
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
幅
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
そ
の
高
さ
は
、
十
二
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
護
衛
艦
、
ミ
サ
イ
ル
艇
及
び

大
速
力
が
二

十
五
ノ
ツ
ト
を
超
え
る
特
務
艇
に
あ
つ
て
は
、

四
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
九
条
第
四
項

他
の
す
べ
て
の
灯
火
（
前
部
マ
ス
ト

灯
及
び
後
部
マ
ス
ト
灯
以
外
の
マ
ス

ト
灯
、
第
十
四
条
第
三
項
各
号
に
規

定
す
る
位
置
に
掲
げ
る
全
周
灯
並
び

に
法
第
三
十
四
条
第
八
項
に
規
定
す

る
灯
火
を
除
く
。
）
よ
り
も
上
方
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
こ
れ
ら

の
灯
火
及
び
妨
害
と
な
る
上
部
構

造
物

妨
害
と
な
る
上
部
構
造
物

第
十
条
第
一
項

当
該
動
力
船
の
長
さ
の
二
分
の
一

こ
れ
ら
の
灯
火
の
船
体
上
の
高
さ
の
差

第
十
条
第
二
項

四
分
の
一

二
分
の
一

第
十
条
第
三
項

長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
潜
水
艦
以
外
の
自

衛
艦

第
十
一
条
第
一

号
ニ

前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
前
方
に
な
く
で
き
る
限
り
前
部
マ
ス
ト
灯
の
後
方
に
あ
り

第
十
二
条
第
一

項
の
表
長
さ
二

十
メ
ー
ト
ル
以

上
の
船
舶
の
項

二
メ
ー
ト
ル

二
メ
ー
ト
ル
（
ミ
サ
イ
ル
艇
及
び

大
速
力
が

二
十
五
ノ
ツ
ト
を
超
え
る
特
務
艇
が
二
個
の
灯

火
を
垂
直
線
上
に
掲
げ
る
場
合
並
び
に
掃
海
艇

が
三
個
の
灯
火
を
垂
直
線
上
に
掲
げ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
一
メ
ー
ト
ル
）

第
十
三
条
第
一

項

四
・
五
メ
ー
ト
ル

一
メ
ー
ト
ル

第
十
三
条
第
二

項

六
メ
ー
ト
ル

二
・
五
メ
ー
ト
ル

２
　
海
上
保
安
庁
の
使
用
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

み
替
え
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

回
転
翼
航
空
機
を
搭
載
す
る
巡

視
船

法
第
二
十
四
条

第
一
項
第
一
号

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船

回
転
翼
航
空
機
を
搭
載
す

る
巡
視
船

第
九
条
第
一
項

第
一
号

十
二
メ
ー
ト
ル

七
メ
ー
ト
ル

第
九
条
第
四
項
他
の
す
べ
て
の
灯
火
（
前
部
マ
ス
ト
灯

及
び
後
部
マ
ス
ト
灯
以
外
の
マ
ス
ト
灯
、

第
十
四
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
位

置
に
掲
げ
る
全
周
灯
並
び
に
法
第
三
十

四
条
第
八
項
に
規
定
す
る
灯
火
を
除
く

。
）
よ
り
も
上
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
、
こ
れ
ら
の
灯
火
及
び
妨
害
と
な

る
上
部
構
造
物

妨
害
と
な
る
上
部
構
造
物

第
十
条
第
一
項
当
該
動
力
船
の
長
さ
の
二
分
の
一

こ
れ
ら
の
灯
火
の
船
体
上

の
高
さ
の
差

第
十
条
第
二
項
四
分
の
一

五
分
の
二

第
十
一
条
第
一

号
ニ

前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
前
方
に
な
く

で
き
る
限
り
前
部
マ
ス
ト

灯
の
後
方
に
あ
り

回
転
翼
航
空
機
を
搭
載
す
る
巡

視
船
以
外
の
巡
視
船

第
十
条
第
一
項
当
該
動
力
船
の
長
さ
の
二
分
の
一

こ
れ
ら
の
灯
火
の
船
体
上

の
高
さ
の
差

第
十
条
第
二
項
四
分
の
一

五
分
の
二

第
十
条
第
三
項
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満

の
回
転
翼
航
空
機
を
搭
載

す
る
巡
視
船
以
外
の
巡

視
船

第
十
一
条
第
一

号
ニ

前
部
マ
ス
ト
灯
よ
り
も
前
方
に
な
く

で
き
る
限
り
前
部
マ
ス
ト

灯
の
後
方
に
あ
り

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
事
項
に
該
当
す

る
事
項
の
う
ち
灯
火
若
し
く
は
形
象
物
の
数
、
位
置
、
視
認
距
離
若
し
く
は
視
認
圏
又
は
音
響
信
号
装
置
の
配
置

若
し
く
は
特
性
に
つ
い
て
定
め
た
法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
そ
の
特
殊
な
構
造
又
は
目
的
の

た
め
困
難
で
あ
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
し
た
も
の
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ

れ
た
船
舶
で
あ
つ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
こ
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
部
マ
ス
ト
灯
の
位
置

長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
十
二
・
一
九
メ
ー

ト
ル
未
満
の
動
力
船

第
九
条
第
一
項
第
二
号
本
文

前
部
マ
ス
ト
灯
を
げ
ん
縁
上
二
・
五

メ
ー
ト
ル
未
満
の
高
さ
に
掲
げ
る
場

合
に
お
け
る
げ
ん
灯
の
位
置

長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船

第
十
一
条
第
一
号
ハ

両
色
灯
の
位
置

長
さ
十
九
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
の
動
力
船
第
十
一
条
第
二
号

連
掲
す
る
灯
火
の
間
の
距
離

長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶

第
十
二
条
第
一
項
の
表
長
さ
二

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
の
項

距
離
の
欄
第
一
号
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ト
ロ
ー
ル
以
外
の
漁
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従

事
し
て
い
る
長
さ
十
二
・
一
九
メ
ー
ト
ル
未

満
の
船
舶

第
十
二
条
第
一
項
の
表
長
さ
二

十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
の
項

距
離
の
欄
第
一
号

漁
具
を
出
し
て
い
る
方
向
を
示
す
灯

火
の
白
色
の
全
周
灯
か
ら
の
水
平
距

離

ト
ロ
ー
ル
以
外
の
漁
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従

事
し
て
い
る
船
舶

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
は
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
同
条
の
基
準
に
適
合
す
る

灯
火
を
掲
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
動
力
船
は
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
位
置
に
マ
ス
ト
灯
を
掲
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ

し
、
長
さ
百
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
動
力
船
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
限
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
は
、
第
十
一
条
第
一
号
（
イ
及
び
ニ

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
位
置
に
げ
ん
灯
を
掲
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
定
に
適
合
す
る
位
置
に
全
周
灯
を
掲
げ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
は
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
基
準
に
適
合
す
る
音
響
信
号
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
一
月
九
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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